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消費者代表からの意見・アドバイス
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● 生命保険は、リスクに備えて多くの人が契約する身近な金融商品にもかかわらず、消費
者にとっては商品内容を理解することが難しい。事業者側と消費者側が持つ情報格差を
どう埋めていくかが課題である。
● 保険に関する相談は、契約者の家族から寄せられる
ことが非常に多い。高齢者と契約する際は、家族の
同席や複数人で営業を行う等といった対応を徹底し
てほしい。

● 各社とも丁寧なお客さま対応と、非常に厳しいコン
プライアンス研修が徹底されていることが分かっ
た。こうした取組みを続けていくことで、苦情がさら
に減らせるのではないか。
● これからも、お客さまの理解度に沿った対応と、お客
さま目線の営業を心がけてほしい。

●  普段はライバル会社で働くみなさんと意見交換し、抱えている悩みや課題は同じだと
思った。そうした悩みや課題を解決するため、各社でどのような取組みを行っているか
を聞くことができ、非常に有意義だった。
● 高齢者対応については、各社で少しずつ対応が異なる点もあり、非常に参考になった。
共有した取組みや意見は会社に持ち帰り、業務に活かしていきたい。

● コンプライアンスやお客さま対
応について、各社の取組みに共
通する点も多く、業界全体で強
力に取り組んでいることを再認
識した。お客さまに対して、いか
に丁寧に接していくかが問われ
ている。今後もお客さまに寄り
添った活動を行っていきたい。

参加者からの意見・感想
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　生保労連では、消費者と組合員との相互理解を深めることを目的として、全国各地で「Ｕ＆Ｕネットワーク」を開催し、
消費生活専門相談員の方との意見交換を行っています。今回は、9月5日に山形地区で開催した際の様子をお届けします。

U&Uネットワーク山形を開催
ユーザー ユニオン

お客さまの理解度に沿った対応と、
　　　　　   お客さま目線の営業を心がけよう！

▲アドバイスをおくる相談員 ▲活発なグループ討議の様子▲感想を述べる参加者

　冒頭、生保労連の活動紹介を行った後、
３チームに分かれインディアカ※による対戦
を通じて参加者同士の親睦を深めました。
各グループ一致団結し白熱した闘いとなり
ました。
※ インディアカとは羽根の付いた特殊なボール
を手で打ち合う、バレーボールに似たスポーツ
です

　その後はグループごとに分かれ、「組合
員の負託に一層応える労働組合をめざし
て」をテーマに、組合の意義・役割とは何か、
役割発揮に向けて何をすべきか等、熱心に
議論しました。議論には法政大学大学院の
藤村教授も加わり、参加者に直接アドバイ
スをいただきました。

　2日目は早朝から社会貢献活動とし
て全員で三浦海岸の清掃活動を行いま
した。
　その後、前日の討議内容について、各
グループから工夫を凝らした発表があ
り、参加者の挙手により最優秀グループ
を選出しました。
　最後に、藤村教授から討議内容に対し
てコメントをいただくとともに、「これか
らの労働組合の役割と労組活動のあり
方」と題した講演をいただきました。
　参加者は２日間にわたり、グループ討
議や講演を通じて労使関係のあり方や
労働組合の役割について学ぶとともに、
所属組合を越えて交流を深めました。

▲各グループの結束を強める
▲全員で海岸をきれいに

▲藤村教授も交え熱心に討議 ▲創意工夫に富んだ発表

▲参加者のみなさん

　生保労連では毎年、各組合の役職員を対象に、組合活動に関する知識の習得や参加者同士の交流を目的として「ユニオン
ジャンボリー」を開催しています。今年は9月20日～21日に神奈川県三浦市で開催し、10組合14名の方が参加しました。

次代のユニオンリーダー͕ू͍
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第25回ユニオンジャンボリーを開催

１日目 ２日目

●�生保労連の活動を知ることに
よって、改めて組合の役割・
重要性を確認できた。

●�他産別の取組みや過去の事例を含めて
講義いただけたことで、労働組合として
の役割や意義の確認が出来て良かった。

●�討議をする中で組合本部
の役割を再認識すること
ができた。

●�同じ悩みを持つ仲間の輪
を大切に、今後の活動に
活かしていきたい。

●�インディアカを通じてチームのメンバーと
自然にコミュニケーションをとることがで
き、その後の討議が非常にやりやすかった。

参加者の感想（抜粋）

　厚生労働省は2004年度より、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する
深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動を集中的に実施しています。
　児童虐待は絶対にあってはならないことですが、残念ながら今もなお、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を断ちません。児童虐待を防止
するためには、児童相談所をはじめとした関係機関が一体となって取り組むことが基本ですが、地域に根ざして日々活動している組合員のみ
なさんの、ちょっとした「気付き」とそれを伝える少しの「勇気」も大変重要です。
　児童虐待防止推進月間を迎えるにあたり、今号では改めて組合員のみなさんと「目配り・気配り・心配り」の大切さを共有したいと思います。

子どもの異変に気付いたら
ためらわずに行政等に通報しましょう！

～11月は「児童虐待防止推進月間」です～

▲ ｢見守り携行カード」は、生保労連ホームペー
ジよりダウンロードできます！

「児童虐待かも」と思ったらすぐに電話しましょう！
児童相談所　
全国共通　3桁ダイヤル���（いちはやく）

● いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の
怒鳴り声がする

●不自然な傷や打撲の跡がある　
●衣類や体が汚れている
●表情が乏しい、活気がない　等

●子育てに関して拒否的、無関心である
● 子どものケガについて不自然な説明を
する

● 子育てに対して強い不安や悩みを抱え
ている　等

　児童虐待相談の対応件数は年々増加しており、2018年度には159,850件と過去最高となりま
した。子どもは様々な形で虐待のサインを送っています。「何か様子がおかしいな」「ひょっとし
て虐待かも」など、少しでも異変を感じたら行政等に通報しましょう。「もし、違っていたら」と考
える必要はありません。みなさんの勇気ある通報で救われる子どもが必ずいます。

地域の安全を見守る運動（見守り運動）
　生保労連は、「地域の安全を見守る運動（見守り運動）」に取り組んでいます。見守り運動とは、
日々の生活や営業活動の中で、地域の子どもや女性、高齢者にちょっとした「目配り・気配り・心配
り」をすることで、地域の安全・安心に貢献していこうという取組みです。地域に根ざして活動す
る生保産業・営業職員の「見守りの目」が児童虐待から子どもを守ることにつながります。
オレンジリボン運動への参画
　また、生保労連では、児童虐待をなくすことを呼びかける「オレンジ
リボン運動」へ参画しています。この運動は、児童虐待防止のシンボル
マークであるオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼
びかけるものです。

子どものサイン 保護者のサイン

こんなことありませんか？～子どもや保護者からのサイン～

わたしたちにできること

生保労連の取組み
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